
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のレール走行台車（２）上に支持された機械フレーム（３）と、位置調整駆動装置（
８）によって高さ調整可能かつ作業現場では機械長手方向に対して角度を成して延びる循
環平面内で軌框（５）をめぐって循環可能なエンドレスの掘り出しチェーン（６）と、前
記レール走行台車（２）間に配置されていて高さ調整用駆動装置（３０）によって高さ調
整可能かつ左右調整用駆動装置（３３）によって横方向調整可能な掻出しツール（１７）
を有するバラスト掻出し器（１８）とを備えた形式の、枕木とレールとから成る軌框（５
）の道床材料を掘り出すための軌道施工機械（１，２４）において、バラスト掻出し器（
１８）が、枕木（２７）間に侵入可能であって機械長手方向に延びるプレート状の掻出し
ツール（１７）を装備した枕木間浚い器として構成されており、前記掻出しツールが、機
械フレーム（３）に固定された支持フレーム（３１）に対して相対的に、配置転換のため
の輸送位置から作業位置に至る少なくとも６５ｃｍの高さ範囲内で高さ調整可能であるこ
とを特徴とする、軌框の道床材料を掘り出すための軌道施工機械。
【請求項２】
機械横方向で相互間隔をおいて全部で４つの掻出しツール（１７）が配置されており、こ
の４つの掻出しツールの内、機械中心から離隔した方の、つまり両外位の掻出しツール（
１７）が、機械長手方向に延びる軸（３４）を中心として旋回可能に支承されている、請
求項１記載の軌道施工機械。
【請求項３】

10

20

JP 3831486 B2 2006.10.11



機械横方向で夫々隣り合った２つの掻出しツール（１７）が、機械長手方向に対して直角
な方向で水平方向にシフト可能に支持フレーム（３１）に支承された中間フレーム（２８
）上に、高さ調整可能に支承されている、請求項１又は２記載の軌道施工機械。
【請求項４】
バラスト掻出し器（１８）が、掘り出しチェーン（６）と、作業方向（４）で見て前部の
レール走行台車（２）との間に配置されている、請求項１から３までのいずれか１項記載
の軌道施工機械。
【請求項５】
バラスト掻出し器（１８）と掘り出しチェーン（６）との間に作業キャビン（１９）が配
置されている、請求項４記載の軌道施工機械。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のレール走行台車上に支持された機械フレームと、位置調整駆動装置によ
って高さ調整可能かつ作業現場では機械長手方向に対して角度を成して延びる循環平面内
で軌框をめぐって循環可能なエンドレスの掘り出しチェーンと、前記レール走行台車間に
配置されていて高さ調整用駆動装置によって高さ調整可能かつ左右調整用駆動装置によっ
て横方向調整可能な掻出しツールを有するバラスト掻出し器とを備えた形式の、枕木とレ
ールとから成る軌框の道床材料を掘り出すための軌道施工機械に関する。
【０００２】
【従来の技術】
前記形式の軌道施工機械はドイツ連邦共和国特許第２５５０３９１号明細書に基づいて公
知であり、この場合は、軌框の欠如した道床区分の施工も可能にするためにカタピラ（無
限軌道）式走行機構が付加的に設けられている。掘り出しチェーンの直ぐ前方に配置され
たバラスト掻出し器は、機械横方向に相互間隔をおいて配置されていて高さ調整可能かつ
横方向調整可能な２つの横透しチェーン（  kirving chain ）から構成されている。該横
透しチェーンは、１水平平面内を循環するエンドレスチェーンとして構成されており、か
つ掘り出しチェーンの作業幅の拡幅化を可能にする。
【０００３】
前掲特許明細書の第５欄の上段に記載されているように、掘り出しチェーンの操業開始前
に該掘り出しチェーンは、軌框の下に位置決めすべき横方向チェーン区分を切り離して分
離され、手作業で掘削された溝に沿って前記横方向チェーン区分を軌框下に通した上で再
び閉じられねばならない。この作業は極めて厄介であり、軌道施工機械の操業を著しく遅
滞させることになる。
【０００４】
また欧州特許出願公開第０６６３４７２号明細書に基づいて、道床バラストをクリーニン
グするための別の軌道施工機械も公知になっており、掘り出しチェーンの直ぐ前にバラス
ト浚い器が配置されている。該バラスト浚い器は、高さ調整可能かつ横方向調整可能に機
械フレームに装着されたサクション管として構成されており、該サクション管は可撓性の
サクションホースを介して真空装置に接続されている。軌框下に横方向チェーン区分を通
すために必要な、既に前述した溝もしくは通路を形成することが前記サクション管の使用
によって可能になる。このためにサクション管は、２本の枕木間でバラスト内に侵入させ
られ、かつ所要深度に達するまでバラストが吸出される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで本発明の課題は、冒頭で述べた形式の軌道施工機械を改良して、比較的僅かな構
造費で、配置転換のための輸送位置（不作用位置）から作業位置への掘り出しチェーンの
迅速な位置転換を可能にすることである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
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前記課題を解決するための本発明の構成手段は、バラスト掻出し器が、枕木間に侵入可能
であつて機械長手方向に延びるプレート状の掻出しツールを装備した枕木間浚い器として
構成されており、前記掻出しツールが、機械フレームに固定された支持フレームに対して
相対的に、配置転換のための輸送位置から作業位置に至る少なくとも６５ｃｍの高さ範囲
内で高さ調整可能である点にある。
【０００７】
【作用】
本発明のように構成されたバラスト掻出し器を使用すれば、構造費と所要スペースが比較
的僅かであるにも拘わらず、掘り出しチェーンの横方向チェーン区分を軌框の下に通すた
めに必要な通路を、極めて効率よく迅速に製作することが可能である。機械横方向で相互
間隔をおいて４つの掻出しツールを配置することによって作業効率を簡単に最大限にアッ
プすることが可能である。本発明のバラスト掻出し器は、掻出しツール及び上下・左右ガ
イド並びに相応の駆動装置の配置を含めて、最低限の構造費ひいては又、極く狭い所要空
間しか必要としないので、すでに使用状態にある既存の軌道施工機械内への後からの組込
みも問題なく可能である。前記の経済的利点に基づいて、極く短時間の作業のためにしか
必要とされない故にこのようなバラスト浚い器もしくはバラスト掻出し器を使用すること
の魅力は高まり、しかも該バラスト掻出し器は、操作要員の作業を著しく軽減する以外に
、操作要員の安全性、特に運行未封鎖の隣接軌道が存在している場合の安全性も著しく高
められる。
【０００８】
本発明のその他の利点は、請求項２以降に記載した構成手段と、以下に説明する実施例か
ら明らかである。
【０００９】
【実施例】
次に図面に基づいて本発明の実施例を詳説する。
【００１０】
図１に示した道床バラストクリーナーとして構成された軌道施工機械１は、両端部でレー
ル走行台車２上に支承されていて長く延びた機械フレーム３を有し、かつ矢印４によって
示唆した作業方向に軌框５のレール上を走行可能である。機械長手方向に対して角度を成
して延びる循環平面内で循環可能な（作業現場では軌框５の下を貫通して循環させられる
）エンドレスの掘り出しチェーン６が、両レール走行台車２間のほぼ中央に位置している
。該掘り出しチェーン６は循環駆動装置７を装備し、かつ、位置調整駆動装置８によって
左右・上下調整可能に機械フレーム３と連結されている。掘り出し部位９の領域内におい
て掘り出しチェーン６は、作業現場では軌框５の下に位置していて水平に延びると共に機
械長手方向に対しては直角方向にも延びる横方向チェーン区分１０を有し、該横方向チェ
ーン区分によって、軌框５の下に位置しているバラストが収容されてチェーン長手方向ガ
イド１１を介して高位へ搬送される。高位へ搬送された汚染道床バラストはコンベヤベル
ト１２の上に放出され、かつクリーニングのために該コンベヤベルト１２によって（示唆
的に略示したにすぎない）篩い装置１３に供給される。クリーニング済みバラストは別の
コンベヤベルト１４を介して、軌框５の直ぐ上位に配置された放出コンベヤベルト１５に
到達する。掘り出しチェーン６の領域内並びに該領域の直ぐ後位には、駆動装置によって
高さ調整可能に機械フレーム３と結合された軌框扛上器１６が設けられている。
【００１１】
掘り出しチェーン６とその直ぐ前方に配置されたレール走行台車２との間では、掻出しツ
ール１７を装備したバラスト掻出し器１８が機械フレーム３と結合されている。該バラス
ト掻出し器１８については図３及び図４との関連において追って詳説する。
【００１２】
掘り出しチェーン６とバラスト掻出し器１８との間に、中央制御装置２０を搭載した作業
キャビン１９が設けられている。運転室２１は軌道施工機械１の後端部に位置すると共に
前端部にも（図示せず）位置している。搭載されたモータ２２は、諸種の駆動装置及び走
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行駆動装置２３にエネルギを供給するためのものである。
【００１３】
図２に示した軌道施工機械２４では簡便化のために、同一機能部分は、図１と同一の符号
を付して表示した。掘り出しチェーン６によって収容された汚染道床バラストは貯蔵のた
めに、コンベヤベルト１２を介して前置の貯蔵貨車（詳細な図示は省く）に供給される。
この供給操作に並行して、後置の貯蔵貨車２５によって新バラストの連続的な供給が行わ
れ、該新バラストはばら荷ホッパ２６を介してバラスト道床上に達する。
【００１４】
作業キャビン１９は、図１に示した軌道施工機械１の場合にも、図２に示した軌道施工機
械２４の場合にも共に、作業キャビン１９に搭乗している操作員が該作業キャビンを離れ
る必要なしにバラスト掻出し器１８の掻出しツール１７を正確に観察して制御できるよう
に合目的的に構成されている。
【００１５】
図３及び図４に詳細に図示したバラスト掻出し器１８は、枕木間区画浚い器の方式に従っ
て構成されておりかつ機械横方向で相互間隔をおいて配置された全部で４つの掻出しツー
ル１７を備えている。機械長手方向に延びるように配置されたプレート状の掻出しツール
１７は、隣接した２本の枕木２７の相互間隔よりも僅かに小さな幅を有している。機械中
心に近い２つの内位の掻出しツール１７は夫々中間フレーム２８に固定されており、該中
間フレーム自体はガイドコラム２９に高さ調整可能に支承されかつ高さ調整用駆動装置３
０と連結されている。前記ガイドコラム２９は支持フレーム３１に固定されており、該支
持フレームは、機械長手方向に対して直角な横方向に水平に延びて機械フレーム３に結合
されたガイド３２に沿って横方向シフト可能に支承されている。両中間フレーム２８は夫
々独自の左右調整用駆動装置３３によって横方向に調整可能である。
【００１６】
機械中心から離隔した外位の各掻出しツール１７は、機械長手方向に延びる軸３４を中心
として旋回可能に中間フレーム２８に支承されている。従って外位の両掻出しツール１７
は夫々、中間フレーム２８に枢着された独自の旋回駆動装置３５によって、図３に示した
ように鉛直な実線位置から外向きの鎖線位置へ旋回可能である。この旋回によつて、隣接
した内位の掻出しツール１７によってレール３６の方に向かってずらされたバラストを道
床肩面へシフトすることが可能である。
【００１７】
通路３７を形成するために枕木２７の下のバラストも掻出せるようにするために、掻出し
ツール１７は、実線で示した配置転換のための輸送位置（不作用位置）から、図３に鎖線
で示した最下位の作業位置に至る少なくとも６５ｃｍの高さ範囲内で高さ調整可能である
。
【００１８】
掘り出しチェーン６の横方向チェーン区分１０のための通路３７を形成するために掻出し
ツール１７は、図３に実線で示した配置転換のための輸送位置から作業位置へ高さ調整用
駆動装置３０の負荷によって降下され、かつ、内位の掻出しツール１７を相応のレール３
６の直ぐ前に位置させるまで左右調整用駆動装置３３によって横方向にシフトされる。こ
の横方向シフト操作に並行して、外位の掻出しツール１７の旋回によって枕木前頭域のバ
ラストを可能な限り道床肩面の方へ外向きに搬出するために旋回駆動装置３５が負荷され
る。次いで掻出しツール１７を短時間リフトした上で該掻出しツールは再び、前記左右調
整用駆動装置３３及び旋回駆動装置３５を逆向きに負荷して、図３に実線で示した初期位
置（つまり配置転換のための移送位置）へ戻され、かつ新たなバラスト掻出し操作を開始
するために降下され、横方向にシフトされる。この工程は、掻出しツール１７が前記通路
３７を完成させる最大深度に達するまで反復される。次いで掘り出しチェーン６の横方向
チェーン区分１０が前記通路３７内に挿入されて両方のチェーン長手方向ガイド１１に連
結される。横方向チェーン区分１０の幅を、隣り合った両枕木２７の相互間隔よりも大き
くしようとする場合には、隣接した枕木間区画を枕木下縁まで掻出し、次いでレール固定
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部材を外した上で、バラスト通路間に位置する枕木を僅かにずらすようにするのが有利で
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】掘り出しチェーンに前置されたバラスト掻出し器を装備したバラストクリーナー
として構成された軌道施工機械の側面図である。
【図２】施工基面保護層を形成するために使用可能な、バラスト掻出し器を装備した別の
軌道施工機械の側面図である。
【図３】機械長手方向に見たバラスト掻出し器の拡大図である。
【図４】図３の矢印ＩＶの方向に見たバラスト掻出し器の側面図である。
【符号の説明】
１　　軌道施工機械、　２　　レール走行台車、　３　　機械フレーム、　４作業方向を
示す矢印、　５　　軌框、　６　　掘り出しチェーン、　７　　循環駆動装置、　８　　
位置調整駆動装置、　９　　掘り出し部位、　１０　　横方向チェーン区分、　１１　　
チェーン長手方向ガイド、　１２　　コンベヤベルト、　１３　　篩い装置、　１４　　
コンベヤベルト、　１５　　放出コンベヤベルト、　１６　　軌框扛上器、　１７　　掻
出しツール、　１８　　バラスト掻出し器、　１９　　作業キャビン、　２０　　中央制
御装置、　２１　　運転室、　２２　　モータ、　２３　　走行駆動装置、　２４　　軌
道施工機械、　２５　　貯蔵貨車、　２６　　ばら荷ホッパ、　２７　　枕木、　２８　
　中間フレーム、　２９　　ガイドコラム、　３０　　高さ調整用駆動装置、　３１　　
支持フレーム、　３２　　ガイド、　３３　　左右調整用駆動装置、　３４　　軸、　３
５　　旋回駆動装置、　３６　　レール、　３７　　通路
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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